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昨
年
度
か
ら
生
活
習
慣
病
予

防
と
し
て
始
ま
っ
た
特
定
健
康

診
査（
以
下「
特
定
健
診
」）等
の

健
診
を
、今
年
度
も
６
月
か
ら

実
施
し
ま
す
。検
査
項
目
の
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、実
施
期

間
を
来
年
３
月
ま
で
延
長
し
ま

す
。各
健
診
の
概
要
は
表
１
の

と
お
り
で
す
。

　

生
活
習
慣
病
の
前
段
階
で
あ

る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム（
以
下「
メ
タ
ボ
」）の
予
防
・

改
善
を
目
的
に
行
い
ま
す
。市

で
は
、40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の

海
老
名
市
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
を
対
象
に
健
診

を
行
い
ま
す（
検
査
項
目
は
表

２
参
照
）。

　

特
定
健
診
の
結
果
に
よ
り
、

メ
タ
ボ
の
該
当
者
お
よ
び
予
備

軍
と
判
定
さ
れ
た
方
を
対
象

に
、食
事
や
運
動
な
ど
生
活
習

慣
改
善
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

　　

高
齢
者
の
継
続
的
な
健
康
管

　

市
で
は
、６
月
上
旬
に
、平
成

21
年
度
市
・
県
民
税
の「
納
税

通
知
書
」を
対
象
の
方
に
送
付

し
ま
す
。

　

な
お
、確
定
申
告
書
や
市
・

県
民
税
申
告
書
を
提
出
し
た
方

で
あ
っ
て
も
、今
年
度
の
市
・

県
民
税
が
非
課
税
の
方
に
は
、

　

市
で
は
、
６
月
中
旬
ご
ろ
、
65
歳

以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険
者
）
を

対
象
に
、
平
成
21
年
度
介
護
保
険
料

の
納
入
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。
納

付
方
法
な
ど
は
、
納
入
通
知
書
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
（
表
Ａ
参
照
）
。

　

な
お
、
今
年
度
は
３
年
ご
と
に
行

う
介
護
保
険
料
の
見
直
し
年
度
に
あ

た
り
ま
す
。
21
年
度
か
ら
の
介
護
保

険
料
額
は
、
表
Ｂ
の
と
お
り
で
す
。

　

※

40
〜
64
歳
の
方
の
介
護
保
険
料

に
つ
い
て
は
、現
在
加
入
し
て
い
る
健

康
保
険
組
合
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問　

高
齢
介
護
課（
☎
235
・
４
９

５
２
）。

理
と
、病
気
の
早
期
発
見
を
目

的
に
実
施
し
ま
す
。対
象
は
、後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
で
、検
査
項
目
は
特
定
健
診

と
同
じ
で
す
。

　

高
齢
者
の
心
身
の
健
康
状
態

や
日
常
生
活
動
作
な
ど
を
チ
ェ

ッ
ク
し
ま
す（
検
査
項
目
は
表

３
参
照
）。健
診
の
結
果
、介
護

や
支
援
の
必
要
性
が
高
い
と
判

断
さ
れ
た
方
に
は
、介
護
等
に

関
す
る
情
報
・
介
護
予
防
サ
ー

〜
生
活
習
慣
病
予
防
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
〜

特
定
健
康
診
査
等
の
ご
案
内

送
付
し
ま
せ
ん
。ま
た
、21
年
度

課
税（
非
課
税
）証
明
の
発
行
も

６
月
か
ら
と
な
り
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給

者
で
、公
的
年
金
所
得
に
基
づ

き
市
・
県
民
税
が
課
税
さ
れ
る

方
は
、今
年
10
月
受
給
分
の
公

的
年
金
か
ら
市
・
県
民
税
が
天

引
き（
特
別
徴
収
）さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、金
融
機
関
等

に
出
向
き
、納
税
す
る
必
要
が

な
く
な
り
ま
す
。な
お
、こ
の
制

度
は
税
金
の
徴
収
方
法
の
変
更

で
あ
り
、新
た
な
税
負
担
が
生

じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

21
年
度
の
天
引
き
開
始
は
10

月
か
ら
と
な
る
た
め
、年
税
額

の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を

６
月
・
８
月
に
納
付
書
で
納
め

て
い
た
だ
き
、残
り
の
額
は
10

月
・
12
月
・
翌
年
２
月
に
公
的

年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

　

▽
対
象　

４
月
１
日
現
在
65

歳
以
上
で
、前
年
中
に
公
的
年

金
収
入
が
あ
り
、本
年
中
の
同

収
入
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方

　

▽
対
象
と
な
ら
な
い
方　

①

遺
族
・
障
害
年
金
の
み
受
給
さ

れ
て
い
る
方
②
介
護
保
険
料
が

特
別
徴
収
と
な
ら
な
い
方
③

特
別
徴
収
税
額
が
老
齢
基
礎
年

金
等
の
額
を
超
え
る
方
な
ど
。

　

※

公
的
年
金
受
給
者
の
う
ち

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
は
特

別
徴
収
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ

ん
。

　

※

特
別
徴
収
対
象
の
方
は
、

本
人
申
し
出
に
よ
る
納
付
方
法

の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

問　

市
民
税
課（
☎
235
・
８

５
９
４
）。

◎
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
予
防
健
診

◎
人
間
ド
ッ
ク
助
成

◎
介
護
予
防
健
診（
生
活
機

　

能
評
価
）

◎
後
期
高
齢
者
健
診

◎
特
定
保
健
指
導

◎
特
定
健
診

ビ
ス
な
ど
を
提
供
し
ま
す
。

　

若
い
世
代
か
ら
の
メ
タ
ボ
予

防
を
目
的
と
し
た
健
診
で
す
。

加
入
医
療
保
険
に
か
か
わ
ら
ず

受
診
で
き
ま
す
。検
査
項
目
は
、

特
定
健
診
の
基
本
項
目
と
同
じ

で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
35
〜
74
歳
の
方
が
、年
度

内
に
受
検
し
た
人
間
ド
ッ
ク
の

費
用
に
対
し
て
助
成
し
ま
す
。

助
成
額
は
、費
用
の
２
分
の
１

（
限
度
額
３
万
円
）で
す
。た
だ

し
、特
定
健
診
と
の
併
用
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

問　

特
定
健
診
・
人
間
ド
ッ

ク
助
成
＝
保
険
年

金
課（
☎
235
・
４
５

９
４
）、特
定
保
健

指
導
・
メ
タ
ボ
リ

ッ
ク
予
防
健
診
＝

健
康
づ
く
り
課（
☎

235
・
７
８
８
０
）、

後
期
高
齢
者
健
診

＝
保
険
年
金
課（
☎

235
・
４
５
９
５
）、

介
護
予
防
健
診
＝

高
齢
介
護
課（
☎

235
・
４
９
５
０
）。

●表1　市で実施する健康診査等の概要

特定健診 後期高齢者健診 介護予防健診
（生活機能評価）

メタボリック予防健診 人間ドック

年齢
（今年度到
達年齢）

40～74歳
75歳以上および
65～74歳で一定の
障がいがある認定者

65歳以上
35～39歳

（生活保護受給者は40歳
以上でも受診可）

35～74歳

対象者
国民健康保険加入者
（社会保険加入者は、それ
ぞれが加入している保険）

後期高齢者医療制度
被保険者

市民
（要介護者・
要支援者を除く）

市民 国民健康保険
加入者

検査項目 表3参照 特定健診の基本項目
各内容による

（特定健診に代えることが
できます）

自己負担額 無料
1,000円

（生活保護受給者は免除。
受付で受給者証を提示）

助成額＝費用（税抜）
の２分の1

（限度額30,000円）

実施方法 特に指定はありません

実施期間 4～3月

申し込み先 保健相談センター
(事前申込制、☎235・7880) 特に指定はありません

事後指導
（必要な方のみ） 特定保健指導 介護予防事業 ＥＢＩＮＡへるすすくーる等

（※）世帯内に所得未申告者がいる場合、無料になりません

指定医療機関(事前予約制)

個別健診（指定医療機関）

表2参照
（65歳以上は特定健診と生活機能評価を同時実施）

40～69歳＝2,000円
70歳以上、後期高齢者、および69歳以下の
市町村民税非課税世帯の方＝無料（※）

（対象者には無料の受診券を7月中に郵送)

6～3月

●表2　特定健診・後期高齢者健診の検査項目

問 診 票 服薬、既応歴、貧血、喫煙など ●
身体計測 身長・体重・BMI・腹囲 ●
理学的検査 身体診察 ●
血　　圧 収縮期／拡張期 ●

血液化学検査 中性脂肪、HDL・LDLコレステロール ●

AST(GOT)、ALT(GPT)、
γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ） ●

血清アルブミン ●（65歳以上）
反復唾液嚥下テスト 反復唾液嚥下（えんげ）テスト●（65歳以上）
代 謝 系 ヘモグロビンＡ１ｃ、尿糖 ●

血液一般
ヘマトクリット値、
血色素量（ヘモグロビン値）、
赤血球数

○

尿蛋白 ●
クレアチニン ○

胸部Ｘ線 胸部Ｘ線 ○
心 機 能 心電図 ○
眼底検査 □
●･･･基本項目　○･･･海老名市独自の追加項目 　 

尿・腎機能

□･･･医師の判断に基づき選択的に実施する項目

検査項目

肝機能検査

●表3  介護予防健診（生活機能評価）の検査項目
(1)生活機能チェック
・問診(服薬、既往歴、貧血、嗜好など）
・身体計測（身長、体重、ＢＭＩ）
・理学的検査（身体診察）
・血圧測定（収縮期／拡張期）
・医師の判定（生活機能の低下の有無）
(2)生活機能検査
・反復唾液嚥下（えんげ）テスト
・循環器検査
・貧血検査
 (ヘマトクリット値、ヘモグロビン値、赤血球数)
・血液化学検査(血清アルブミン)
・医師の判定
 (介護予防プログラムへの参加の可否)

【表A】 対象者別通知書の種類
対象 通知書の種類 封筒の色

年金天引きの方 ○平成21年度介護保険料納入通知書兼　特別徴収開始通知書 青色

平成21年10月から
年金天引き開始の方
※第1期～第4期分は
　納付書払い、または
　口座振替となります

○平成21年度介護保険料納入通知書兼
　特別徴収開始通知書
○平成21年度介護保険料納入通知書
　（保険料決定通知と、第1期から第4期分
　納付済通知書）、または平成21年度介護
　保険料納入通知書（口座振替用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
青色

納付書払いの方 ○平成21年度介護保険料納入通知書（保険料決定通知と、第1期から第10期分納付済通知書）オレンジ色

口座振替の方 ○平成21年度介護保険料納入通知書（口座振替用） 緑色

　今年度からコンビニエンス・ストアでも納付できます

月額6,475円

【表B】 あなたの介護保険料は？（平成２１年度～２３年度）

月額3,500円 月額4,025円 月額4,375円 月額5,425円

はいいいえ

はい

いいえ

いいえ

はい いいえ

はい

はい はい いいえ

住民税を課税されている？

65,100円 77,700円42,000円 48,300円 52,500円12,600円 12,600円 27,300円 37,800円

月額1,050円 月額1,050円 月額2,275円 月額3,150円

第7段階 第8段階第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第4段階 第5段階 第6段階

生活保護を受給している？

同一世帯内に、住民税を課税されている人がいる？ 昨年の合計所得金額は？

125万円以下 125万円超
200万円未満

200万円以上
500万円未満

500万円以上年金受給年額と合計所得金額
の合計額が80万円以下？

年金受給年額と合計所得金額
の合計額が80万円以下？

老齢福祉年金を受給している？

65歳以上対象

 平成21～23年度分介護保険料を見直し

いいえ

～6月中旬に納入通知書を発送～

※海老名市の保険料基準年額は、平成20年
　度と同額です（第4段階：42,000円）
※税制改正に伴う保険料の激変緩和措置
　（昭和15年1月2日以前生まれの方が対象）
　は平成20年度で終了しました

公
的
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
始
ま

り
ま
す
〜
１０
月
受
給
分
か
ら
〜

平成21年度
　　 市・県民税

納税通知書を
発送します


